
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－１ 

運転期間延長認可に係る申請書の内容 

１．運転期間延長認可申請書 

以下の書類で構成される申請書※１を提出しました。 

① 特別点検結果 
② 劣化状況評価結果 
③ 施設管理方針 

※１ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の３の 32 に基づく申請 

【運転期間延長認可申請に必要な評価項目】 

 

○運転開始35年以降に採取した

データについて詳細に確認・評価

した結果 

○対象設備 

 原子炉容器 

 原子炉格納容器 

 コンクリート構造物 

 

 

○安全機能を有する機器・構造物等を対象

に、経年劣化事象が発生していないか、

今後の運転で経年劣化事象が発生

しないか等を、以下を踏まえて評価 

 特別点検の結果 

 運転経験・最新の知見等 

②劣化状況評価結果 ①特別点検結果 

 

 

○長期的な施設管理に関する方針 

③施設管理方針 

劣化状況評価を踏まえ策定 

① 特別点検結果 

②劣化状況評価結果 

③施設管理方針 

Ⓐ高経年化技術評価書 

Ⓑ長期施設管理方針 

同一内容 

同一内容 

【運転期間延長認可申請書】 【原子炉施設保安規定変更認可申請書】 

【申請書の構成】 

２．原子炉施設保安規定変更認可申請書 

以下の書類で構成される申請書※２を提出しました。 

Ⓐ 高経年化技術評価書 
Ⓑ 長期施設管理方針 

※２ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の３の 24 に基づく申請 


